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京都市上下水道料金制度に関する検討項目の整理表（案） 

項    目 現     状 課   題   等 

１ 基本料金･使用料 水 道：13/20 ㎜   870 円 
    25 ㎜    1,690 円 

40 ㎜    2,470 円 
50 ㎜    9,250 円 
75 ㎜～  15,470 円 

下水道：一律 700 円 

・固定費の多くの部分が，基本料

金･使用料ではなく，従量料金･使

用料から回収されている。 

２ 基 本 水 量 水道，下水道ともに 10  ／月 ・基本水量以下の水道使用量の使

用者(一般家庭)が約 37%と３分

の１を超えている。 
３ 水 量 区 画 1～10       （基本水量） 

（水道７区画，下水道５区画）

11～30       (水道 162 円 
･下水道 119 円) 

31～100      (水道 189 円 
･下水道 167 円) 

101～200      (水道 206 円 
･下水道 188 円) 

201～500      (水道 223 円 
･下水道 206 円) 

501～5,000     (水道 262 円 
･下水道 218 円) 

5,001～10,000   (水道 301 円 
･下水道 218 円) 

10,001  ～       (水道 339 円 
･下水道 218 円)

・水量区画の数やそれぞれの範囲

が水需要の構造変化に対応した

ものとなっているか。 

４ 逓 増 度 水 道：339 円÷(870 円/10  ) 
    ＝３.９ 
下水道：218 円÷(700 円/10  ) 
    ＝３.１ 

・使用水量に違いがある利用者間

において，経費の負担割合をどの

ようにするべきか。 

５ 地下水利用専用水道 施設数 44 件，水量 289 万 /年， 
年間８億８,０００万円の減収 

・水道事業者は，給水管を接続し

ている利用者への給水義務を果

たすため，必要な施設を整備し，

その維持管理経費を水道料金か

ら回収している。 
・地下水利用専用水道の装置を設

置し，大口径の給水管を接続しな

がら水道水はバックアップ的に

少量しか使わない利用者は，本来

負担するべき額より大幅に少な

い水道料金しか支払っていない。 

資料４
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項    目 現     状 課      題 

６ 料 金 の 支 払 方 法 銀行口座振替又はコンビニや 
銀行などの窓口での支払 

・クレジット払制度の導入につい

て要望がある。 
・支払方法によるコストの違いを

料金に反映させてはどうかとい

う意見がある。 
７ そ の 他 

加 入 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資産維持費 

 

 

 

水道について昭和 43 年に創設 
（給水管の口径） 

13 ㎜     47,250 円 
20 ㎜      94,500 円 

   25 ㎜     141,750 円 
40 ㎜     483,000 円 
50 ㎜     861,000 円 
75 ㎜   3,129,000 円 

100 ㎜  9,618,000 円 
150 ㎜  26,250,000 円 

 200 ㎜  55,650,000 円 
(平成 22年度は約4億5,600万円を 

収入) 

水 道：料金に含ませていない。 
下水道：（使用料の原価計算には，

減価償却費に替えて元金

償還金を用いており，結

果として資産維持費を含

ませている。） 

 

 

 

 

 

施設の改築更新や機能向上

のための財源(資金)となる。 

＊ 加入金制度は，他都市でも広く
実施されている。 

＊ 資産維持費は，日本水道協会の
「水道料金算定要領」に規定さ
れている。 

 施設の改築更新等を行う場合，

その財源には施設の減価償却費等

で得られる資金を充てているが，

物価の上昇や性能の向上などを考

えると，それだけでは不足してし

まう。そこで，料金等の原価計算

の際に「資産維持費」を含ませて，

より十分な資金を得ることが適当

とされている。 











１　配置場所

（１）上下水道局

　　・　営業所（９箇所）

　　・　お客さま窓口サービスコーナー（１箇所）

　　・　琵琶湖疏水記念館（１箇所）

　　・　蹴上浄水場 一般公開（5月上旬の7日間）

　　・　鳥羽水環境保全センター 一般公開（4月下旬の4日間）

　　・　上下水道局ホームページ

（２）行政機関

　　・　市役所（１箇所）

　　・　区役所・支所（１４箇所）

　　　など

（３）市民交流スペース等

（４）市民学習スペース等

（５）その他

２　依頼先

（１）上下水道サポーター(約100名)

（２）事業者団体

（３）その他

３　作成部数

　　５,０００部を作成予定

市民意見募集パンフレットの配布先(案)

(参考)

施設見学やアンケート調査等の活動を行う上下水道

モニター（毎年度，市民の皆様から公募。任期は 当該

年度）をされた方のうち，引き続き，上下水道事業へ

のご協力を頂いている方々です。


